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  第64回遠野市農業委員会総会議事録 

 

 

告示年月日  平成26年７月15日 

告 示 番 号  遠野市農業委員会告示第９号 

会議年月日  平成26年７月25日 

会議の場所  遠野市役所とぴあ庁舎大会議室 

出 席 委 員  別紙のとおり 

欠 席 委 員  別紙のとおり 

 

会議に出席した職員 

 

事 務 局 長  河 野 和 浩 

事務局次長  阿 部 隆 宏 

副主幹兼 

農業振興係長   多 田 清 美 

農 地 係 長  村 上 和 男 

 

本日の案件  第64回遠野市農業委員会総会提出議案のとおり 

開 会 時 刻  午前９時00分 
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【開会】 

ただいまより第64回遠野市農業委員会総会を始めます。開会に先立ち遠野市農業委員

会憲章の朗唱を行います。ご起立をお願いします。 

先唱を、2番、山崎登久昭委員にお願いします。 

（「遠野市農業委員会憲章」朗唱により記載省略） 

着席願います。 

 

【会議成立宣言】 

本日の出席委員数は28名であります。定足数に達しておりますので直ちに第64回遠野

市農業委員会総会を開会します。 

9番昆野征策委員から欠席の旨の届け出があったので会長としてこれを許可致しました

ので報告します。なお、26番細川幸男委員が欠席であります。以上であります。 

 
【事務事業経過報告】 

日程の前に、事務事業経過報告を、事務局長をして説明いたさせます。 

 

はい、議長。事務事業経過について報告いたします。 

（以下「遠野市農業委員会事務事業経過報告」説明により記載省略） 

 

【報告事項】 

次に、報告第１号、農地法第３条の３第１項の規定に係る届出案件を専決処分したの

で事務局長をして報告いたさせます。 

 

はい。議長。報告第１号についてご説明いたします。 

（以下「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」説明により記載省略） 

 

ただいまの報告について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認め質疑を終結します。 

 

次に報告第２号、農地法第18条第６項の規定による通知について事務局に報告いたさ

せます。 

 

はい、議長。報告第2号についてご説明いたします。 

（以下「農地法第18条第６項の規定による通知について」説明により記載省略） 

 

ただいまの報告に関し質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認め質疑を終結します。 

 

 

【議事日程】 

それでは、議案審議に入ります。 

 

【日程第１】 

日程第１についてお諮りいたします。議事録署名人、並びに書記の指名について、本

職より指名することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、遠野市農業委員会会議規則第13条の規定により、議事録署名人に３

番多田靖志委員、４番阿部儀信委員、会議書記に、事務局阿部隆宏君を指名いたしま

す。 
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次に、農地法等に関わる議案総括表の説明を事務局に致させます。 

 

はい、議長。議案総括表について議案書３ページ、４ページになります。 

（以下、「第64回遠野市農業委員会総会提出議案総括表」により説明記載省略） 

 

【日程第２】 

日程第２、議案第31号農地法第３条第１項の規定による使用収益権設定許可申請に対

する可否決定についてを上程致します。議案の朗読を省略し、直ちに内容の説明を致し

ますのでご了承願います。事務局より説明致させます。 

  

はい、議長。法第３条使用収益権設定許可申請でございます。 

１番、●●町１筆3,831平方メートル。 

借人、●●町 ●●●●。 

 借人は新規就農の為に借り受けるものです。新規就農にあたり営農計画書の提出があ

り、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■の栽培を行うものです。また、借人は

■■■■■■■■■■■■を行う予定と情報を得ております。法第３条第２項(２)は該

当しないため、許可要件の全てを満たすものと考えられます。以上よろしくお願いしま

す。 

 

ただいまの説明通り、同居する親子間の使用貸借権の設定については現地確認の説明

を省略致します。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

それでは質疑なしと認めます。質疑を終結致します。お諮りいたします、議案第31号

は原案通り「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第31号は、原案通り可と決しました。 

 

【日程第３】 

日程第３、議案第32号農地法第３条第１項の規定による所有権移転許可申請に対する

可否決定についてを上程致します。議案の朗読を省略し、直ちに内容の説明を致します

のでご了承願います。事務局より説明致させます。 

 

はい、議長。議案第32号農地法第３条所有権移転許可申請でございます。 

１番、●●町８筆9,807平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。生前一括贈与です。 

２番、●●町４筆3,543平方メートル。 

譲受人、●●市 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。生前一括贈与です。 

１番の譲渡人は母でございます。２番の譲渡人は父でございます。双方によりまして

後継者である子に生前一括贈与をするものでございます。農地法第３条第２項(２)は該

当しないため、許可要件の全てを満たすものと考えられます。以上よろしくお願いしま

す。 

 

ただいまの説明通り、同居する親子間の所有権移転については現地確認結果の説明を

省略致します。質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

それでは質疑なしと認めます。質疑を終結致します。お諮りいたします、議案第32号

は原案通り「可」とすることにご異議ございませんか。 



 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

農 地 係 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

1 3 番 委 員 

 

 

 

議 長 

 

1 7 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第32号は原案の通り可と決しました。 

 

【日程第４】 

日程第４、議案第33号農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見決定を

上程いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

はい、議長。議案第33号農地法第４条による許可申請でございます。 

１番、●●町１筆924平方メートル。 

申請人、●●町 ●●●●。農家住宅の建築です。 

２番、●●町１筆3,795平方メートルの内1,073平方メートル。 

申請人、●●町 ●●●●。農業施設の建築です。 

１番につきましては現住宅が老朽化した為、農家住宅・農業用倉庫それぞれ１棟の建

築をするものです。生活雑排水は浄化槽で処理し放流する計画です。申請地は特定農業

改良事業等を実施していない農地だったことから、区分は第２種農地と判断いたしまし

た。第２種農地は原則不許可ですが、申請に係る農地の体制がないことから転用に問題

がないものと考えております。 

２番につきましては和牛を増頭するため、簡易牛舎１棟を建築するものです。牛舎の

基礎はビニロ式５cmのコンクリートの建物とし、糞尿物につきましてはオガクズに浸透

吸収させ、既存の堆肥舎に運搬し処理する計画です。申請地は特定都市改良事業の執行

区域内の農地で、第１種農地と判断致しました。第１種農地は原則不許可ですが、代替

性がなく農業用施設の自己転用であることから転用に問題はないと判断いたしました。

以上よろしくお願いいたします。 

 

ただいまの説明に関連致しまして、担当委員から地区現地確認結果及び補足の説明を

頼みます。●●町担当委員お願いします。 

 

はい、13番綱木です。16日事務局と農地の面で現地を確認致しました。現地は、■■

を越える■■という昔の開拓地です。そこの山側の方、450ｍくらい、そこで何ら問題な

いと感じてまいりました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に、●●町担当委員お願いします。 

 

17番菊池です。16日、委員2名と事務局で確認を致しました。場所は、■■■の少し■

■寄りにある基盤整備された田で本人の農地であるわけですけれども、問題点があり、

私達も詳しいことを確認しなければならないのですが、設計上や堆肥の処理に関して提

出されたものは問題ないと判断していましたが、本人と18日にお会いしまして、提出す

るにあたっての留意事項や考えられる部分を彼と打ち合わせをしました。 

問題なのは、農道を挟んで■■■■がありまして、汚染された水や雨水などを流出し

ないような手当をしていたという事と、先ほど事務局からも説明がありました通り、し

尿をオガクズに浸透させて取り出すということでしたが、取り出したものはその場には

絶対に置かないという事の約束もいたしましたし、トラックで150ｍほど離れた堆肥舎に

随時運んで処理しますということですので、それ以外は問題ないということなので許可

をすることに致しました。その旨、今後そういった管理が成されているかは担当委員と

して見守っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。現地確認調査の結果及び補足の説明を終了し、質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 
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質疑なしと認め、質疑を終結いたします。お諮りいたします、議案第33号は原案の通

り「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

異議なしと認めます。よって議案第33号は原案の通り可と決しました。 

 

【日程第５】 

日程第５、議案第34号農地法第５条第１項による許可申請に対する意見決定について

を上程致します。事務局に説明致させます。 

 

はい、議長。議案第34号農地法第５条第１項による許可申請でございます。 

１番、●●町１筆1,791平方メートルの内181.5平方メートル。 

借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●●●●。固定資材置き場の一時転用

の賃貸借です。 

２番、●●町２筆546平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●県●●市 ●●●●。一般住宅の売買で

す。 

３番、●●町１筆359平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。一般住宅の売買です。 

４番、●●町１筆55平方メートル。 

譲受人、●●●● ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。通路用地の売買です。 

５番、●●町１筆204平方メートル。 

譲受人、●●●● ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。●●●●●●の売買で

す。 

６番、●●町４筆2,049平方メートル。 

借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●●●●。露天資材置き場の使用貸借

です。 

７番、●●町１筆1,079平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。●●●●●●●●●●の売

買です。 

８番、●●町１筆248平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。一般住宅の売買です。 

９番、●●町１筆779平方メートル。 

譲受人、●●町 ●●●●。譲渡人、●●町 ●●●●。業務用車両置き場の売買で

す。 

10番、●●町１筆698平方メートル。 

借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●●●●。農家住宅の使用貸借です。 

11番、●●町１筆4,473平方メートル。 

借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●●●●。黒土採取の一時転用の使用

貸借です。 

12番、●●町１筆272平方メートルの内233.1平方メートル。 

借受人、●●町 ●●●●。貸出人、●●町 ●●●●。仮設休憩所の一時転用の賃

貸借です。 

１番、借受人は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■に使用するため

一時転用するものです。申請地は、農振農業地区域内の農地で原則不許可ですが、３年

以内の一時的な使用であり、事業終了後速やかに原状回復が見込まれることから、転用

に問題はないと判断致しました。 

２番、譲受人は借家生活ですが、安定した生活を送るため一般住宅を建築するもので

す。生活雑排水は、公共下水道に接続するものです。申請地は、都市計画区域内の用途

区域内の農地であるため第３種農地と判断いたしました。第３種農地の転用は許可し得

ることから、転用に問題はないと判断いたします。 

３番、譲受人は借家生活ですが、安定した生活を送るため一般住宅を建築するもので
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す。生活雑排水は、公共下水道に接続するものです。申請地は、都市計画区域内の用途

区域内の農地であるため第３種農地と判断いたしました。第３種農地の転用は許可し得

ることから、転用に問題はないものと考えます。 

４番・５番につきまして、譲受人は事業拡大の為■■■■■■を建築するものです。

生活雑排水は公共下水道に接続するものです。申請地は、都市計画区域内の用途区域内

の農地であるため第３種農地と判断いたしました。第３種農地の転用は許可し得ること

から、転用に問題はないものと考えます。 

６番、譲受人は経営する■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を

建設するものです。安全こう配により土砂流出を防止することとなっております。申請

地は指定都市改良事業等を実施していない農地であり、第２種農地と判断致しました。

第２種農地は原則不許可ですが、申請に係る土地の代替性がないことから転用に問題は

ないと判断いたしました。 

７番、譲受人は経営する■■■■■■■■■■■■■■■■■■■に不足が生じたた

め拡張するものです。安全こう配により土砂流出を防止することとなっております。申

請地は指定都市改良事業等を実施していない農地であり、第２種農地と判断致しまし

た。第２種農地は原則不許可ですが、申請に係る土地の代替性がないことから転用に問

題はないと判断いたしました。 

８番、譲受人は子の通学環境を整えるため一般住宅を建築するものです。生活雑排水

は、公共下水道に接続するものです。申請地は、都市計画区域外の用途区域内の農地で

あるため第３種農地と判断致しました。第３種農地の転用は許可し得ることから、転用

に問題はないものと考えます。 

９番、譲受人は経営する■■■■■■■■■■を拡張するものです。申請地は、10ha

以上の１反分農地であるため第１種農地と判断致しました。第１種農地は原則不許可で

すが、隣接地と同様の事業の拡張であり申請面積が既存面積の３分の１以下であるこ

と、申請に係る土地の代替性がないことから転用に問題はないものと判断致しました。 

10番、譲受人は長男の結婚により家族が増えるため新たに農家住宅１棟を建築するも

のです。生活雑排水は浄化槽で処理します。申請地は10ha以上の１反分農地であるた

め、第１種農地と判断致しました。第１種農地は原則不許可ですが、農家住宅を建築す

るものであり集落に接続して設置されること、申請に係る土地の代替性がないことから

転用に問題はないものと判断いたしました。 

11番、借受人は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

に使用する黒土採取のため一時転用するものです。■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

12番、借受人は■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を設置するため

一時転用するものです。申請地は、農振農業地区域内の農地で原則不許可ですが、３年

以内の一時的な使用であり、事業終了後速やかに原状復旧が見込まれることから転用に

問題はないと判断致しました。以上12件でございます。よろしくお願い致します。 

 

ただいまの説明に関連して、担当委員から現地確認調査の結果及び補足の説明を求め

ます。それではまず、●●町担当委員からお願いします。 

 

24番森川です。それでは１番と３番からお話しします。１番は先ほど事務局から説明

があったように、■■■■■■の一時転用の許可ということでここの農地は周囲が■■

さんの家、敷地なので周囲に与える影響はないということで問題はありません。 

それから３番の●●町なんですけれども、ここは両隣がもうすでに住宅が隣接中で問
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題はないと。ただ１点、問題はないと言っても境界杭があるのか分譲地という形なのか

はっきりはしませんでしたが問題はないということです。 

それから２番と４番。ここはどちらも境界杭はあるんですが、新築する予定地の杭が

入っていなかったということで、建設課の国土調査係に連絡を取り後日改めて現地を確

認するということにしました。そして先日現地確認をしましたところ、４番の方は１回

目の現地確認の時には雑草が生い茂り杭が見れなかったということで草を伐採してもら

った上で、菊池孝委員と私の２名、その他家屋調査士の方、建設会社の方、譲受人の方

も同席しまして確認を致しました。それぞれ杭が無かった場所は昨日の時点で入ってい

るのを確認済みですのでご報告いたします。 

 

ありがとうございました。それでは次に、●●町担当委員お願いします。 

 

13番綱木です。６番の案件です。場所は●●町と●●町の境です。ここは貸出人の佐

●●●●さんの農地ですが、位置的には■■■■■■■■■■■■■にあります。田と

畑ということになっておりますが、現在は草地となっております。そこに■■■■を置

くということで転用には問題はありません。 

 

次に●●町担当委員お願いします。 

 

19番松田です。(７番の案件について)●●●●●●ではすでに資材置き場として使っ

ている所があるのですが、そこに隣接する場所ということで全く問題はないということ

は確認してきました。以上です。 

 

続きまして●●町担当委員お願いします。 

 

はい、議長。８番の件でございますが、16日事務局と現地を確認しております。場所

につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■にありますが、この場所につき

ましてはすでに両隣に一般住宅が建っておりますし、第３種農地の転用ということで何

ら問題はないと判断しております。以上です。 

 

ありがとうございます。それでは、●●町担当委員お願いします。 

 

４番阿部です。16日担当委員３名と事務局１名で確認をしてきました。この場所は、

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■土壌整備の地区外ですので何ら問題ないと確認しました。

以上です。 

 

ありがとうございました。続きまして、●●町担当委員お願いします。 

 

14番菊池です。15日に地区委員２名事務局１名で現地を確認して参りました。10番の

案件につきましては、前回主体で農振除外ということで現地を確認しています。今回も

確認をしてきましたが何ら問題ないということでした。 

11番の案件ですけども、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■は何ら問題ないと確認してきました。以上です。 
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ありがとうございました。次に●●町担当委員お願いします。 

 

２番山崎です。16日に農業委員４名と事務局１名で来内の現地を確認してきました。

現況は田になっていますが休耕田ということです。面積も133平米ということで、周囲に

与える影響も少ないということで確認してきました。以上です。 

 

皆さんありがとうございました。以上で現地確認調査結果及び補足の説明を終了し、

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

参考として確認させていただきます。まず一つが、６番７番の案件なんですけども、

登記簿面積があって転用の面積が多いというのはどういう風に捉えればいいのかなと。

その考え方を確認したいです。それからもう１点が11番の案件ですけども、■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■その２点を確認し

たいと思います。 

 

はい、では事務局。 

 

はい、議長。６番７番の面積の部分でございます。地番と１筆の面積を上段、合計の

面積を下段ということでございます。６番７番同様ですが、その転用した分ですが、右

側転用目的・施設の概要の欄で見ていただきますと、露天資材置き場の下の欄、資材置

き場2,049平方メートルという部分でございますし、６番の大字の部分の下の所をご覧い

ただきますと、この案件につきましては合計４筆で2,049平方メートルで一致するという

ものでございます。７番につきましても同様のことをしていただきまして、こちらにお

きましても合計で面積は1,079平方メートルという上記の方法を取らせていただいており

ますのでご理解をお願いしたいと思います。 

 

11番目の●●●●●の案件でございますけれども、■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

よろしいですか。他にございませんか。はい。 

 

13番綱木です。９番の案件でお聞きします。小作契約を解除して■■■■■にするよ

うですが、この田の現状はどうなっているのでしょうか。水稲になっているのでしょう

か。そこをお聞きします。 

 

はい、議長。 

 

はい。 

 

現状につきましては水稲作付出来る状態ではなく、■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■水稲は作付出来ない状況でございました。 

 

よろしいですか。他にございませんか。それでは無いようですので質疑なしと認めま
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す。質疑を終結致します。お諮りいたします、議案第34号は原案の通り「可」とするこ

とにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第34号は原案の通り可と決しました。 

 

【日程第６】 

日程第６、議案第35号農地法の適応外証明願に対する可否決定についてを上程致しま

す。事務局に説明を致させます。 

 

はい、議長。議案第35号農地法の適応外証明願に対する可否決定についてでございま

す。 

１番、申請人●●町 ●●●●。●●町１筆439平方メートル。利用状況は宅地でござ

います。昭和●年に農家住宅を建築して利用されております。 

２番、申請人●●町 ●●●●。●●町１筆9.78平方メートル。利用状況は宅地の一

部でございます。昭和●年に住宅を建築して利用されております。 

３番、申請人●●町 ●●●●。●●町１筆1137平方メートル。利用状況は山林でご

ざいます。農作業を機械化した際、農地の段差が大きく機械化による耕作が困難であっ

た為、昭和●年から植林を行い、現存本数は約160本となっております。 

この３件につきましては、いずれの場合も手続きを怠っていた理由につきまして、農

地法の手続きを知らなかった為でございます。以上、審議よろしくお願いいたします。 

 

説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当委員から現地確認結果及び補

足の説明を求めます。まずは●●町担当委員からお願いします。 

 

13番綱木です。この案件は、場所は■■■■■■のすぐそばです。以前から宅地とし

て利用しているということだったので問題ないと思います。以上です。 

 

次に●●町担当委員お願いします。 

 

はい議長。今の案件でございますけれども、７月16日農業委員５名と事務局１名で現

地の確認をしております。場所につきましては、■■方面に向かって■■■■■■■■

■■■■■■■■■の向かいとなっております。周辺はすでに住宅地となっております

が、この案件につきましては●●●●本人立ち合いの元に現地の確認をおこなっており

ます。もうすでに宅地化しているために問題はないと思われます。以上です。 

 

ありがとうございます。次に●●町担当委員お願いします。 

 

２番山崎です。16日、担当委員４名で確認しまして、場所は■■■■■の一部で山の

平らな部分が畑ということなんですけれども、もうすでに杉が立派に生っておりまし

て、40年以上経っているということを確認して参りました。 

 

ありがとうございました。以上で現地確認調査及び補足の説明を終了し、質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑なしと認め、質疑を終結致します。お諮りいたします、議案第35号は原案の通り

「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 
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ご異議なしと認めます。よって議案第35号は原案の通り可と決しました。 

 

【日程第７】 

続いて日程第７、議案第36号農地転用事業計画変更申請に対する意見決定についてを

上程致します。事務局に説明を致させます。 

 

はい、議長。議案第36号農地転用事業計画変更申請に対する意見決定についてでござ

います。 

申請人事業者、●●町 ●●●●。継承者、●●町 ●●●●。●●町１筆264平方メ

ートル。申請者は■■■■■■■■■■■■■■■■■を建築する計画でしたが、■■

■■■■■■となり事業の遂行が出来なくなった為、転用事業を継承するものでござい

ます。継承者の■■■■は一般住宅を建築するものでございます。用水は上水道、雑排

水は浄化槽を設置し処理し道路側溝へ放流することとしています。この分につきまして

は、継承する面積は一部でございます。以上ご審議をお願い致します。 

 

説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、地区担当員から現地確認結果及び

補足の説明を求めます。●●町担当委員お願いします。 

 

16日、担当委員２名と事務局１名で現地を確認して参りました。場所は、■■■■■

■から■■■■に向かって●ｍくらい行った道路沿いの土地です。一番奥にこの事業者

の倉庫が一部建っております。その手前の道路沿いの土地の一部となっております。 

宅地の環境としては周辺に一部農地はありますそこに家が建っても何ら問題ないこと

を確認して参りました。以上です。 

 

ありがとうございました。現地確認調査の結果及び補足の説明を終了し、質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑なしと認め、質疑を終結致します。お諮り致します、議案第36号は原案の通り

「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第36号は原案の通り可と決しました。 

以上で、本日の全日程は終了致しました。次に、協議第１号平成26年度農地パトロー

ルについてを協議致します。事務局に説明を致させます。 

 

はい議長。協議第１号平成26年度農地パトロールについてということで、26年度の取

り組みにつきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律と農地中間管理機構が創

設されました。これまでの遊休農地、所有者等に対する農業委員会の指導・通知・勧告

等が簡素化され、農地中間管理機構の活用を通じて遊休農地の有効利用を進める仕組み

となります。農地パトロール(利用状況調査)による地域の農地利用の総点検及び遊休農

地の把握、農地中間管理機構等を活用した遊休農地の発生防止・解消、無断転用への働

きかけについて、26年度は重点的に取り組みたいと思います。 

２、実施要領の改正点ということで、２点ございます。資料ナンバー１・２で現在の

農地パトロール実施要領がありますが、これを２点改正する必要があるということでご

ざいます。第３条の実施の対象及び内容につきまして、営農型発電設備・太陽光パネル

等の設置に係る農地についての適切な運営状況の確認というものが追加となります。そ

して二つ目としましては、第６条の調査結果の整理等について遊休農地の対応、事務処

理要領を制定して３つのことを行うということになります。資料ナンバー２の５ページ

をご覧いただきたいと思います。これは岩手県農業会議の実施要領になりますが、これ

を参考にさせていただいております。１．農業委員会が利用調整を推進ということで、
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利用意向調査を行うということになります。農地パトロールの結果、遊休農地及び遊休

化のおそれのある農地に該当したものが対象となります。６ページには、調査対象者そ

して中間に調査内容ということで、農地中間管理事業を利用する・農地利用集積円滑化

団体が行う農地所有者代理事業を利用する・自ら所有権の移転又は貸借権その他の使用

収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う・自ら耕作する・その他ということの

利用意向調査を行うことになります。それに伴いまして、条件によって農地中間管理機

構に通知したり、利用団体に通知したりするということです。そして７ページの利用調

査で示した内容につきまして意向通りに対応しない場合の措置ということで、農地中間

管理権の取得に関する協議の勧告ということで出来ております。これに伴いまして、農

業委員会としましては慎重に運用等を考えていかなければならないと考えております。 

なお、今後の日程でございますが、運用等を慎重に行わなければならないことから農

地専門委員会を開きまして、実施要領の追改正・事務処理要領の制定等、26年度の農地

パトロールの実施についてを協議していただきまして、次回の第65回遠野市農業委員会

総会で行いたいと考えておりますのでご協力よろしくお願いします。 

 

それでは説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

はい。29番菊池です。中間管理機構の事業の利用につきましては、前から話があった

わけなんですけれども、農振除外地は中間管理機構は取り扱わないという説明がありま

したが農振除外地も、例えば荒れているとか小作をきっちりしたいという場所があるわ

けですけれども、そこの部分については白紙にとは取らないであっせんという形になる

ということで理解していいんでしょうか。７ページに農業振興地外の項目があります

が、これを見ると関係機関であっせんする、したがって調整地対象とはならないと思う

のですが。 

 

はい、事務局。 

 

はい、お答えします。確かに農地中間管理事業につきましては、農振内のものになり

ますので、ご質問にありました区域外の遊休農地につきましてはその通りあっせん等と

いう考え方になります。 

 

そうすると、調整等の対象地にはならないという考え方でよろしいんですか。わかり

ました。 

 

調整の対象にはならないということです。他にこれについて。よろしいですか。で

は、質疑が無いようですので質疑を終結致します。協議第１号平成26年度農地パトロー

ルについては提案通りとすることに致します。 

次に、公告第２号平成26年度全国農業新聞普及拡大についてを協議いたします。事務

局に説明を致させます。 

 

はい、議長。協議第２号平成26年度全国農業新聞普及拡大につきましては、まず購読

鑑賞ということで、現在購読者数は遠野市内で約200名となっております。目標としまし

ては、今回のものに農業委員１人１部の拡大を目標としまして全農業委員による農業新

聞の推進という事で購読者数31という数値を目標とさせていただきます。そして普及用

のチラシと食器用スポンジを封筒の中に入れておりますので、ご確認をお願い致しま

す。事務局にも在庫がありますので必要な場合はお申し出くださるようお願い致しま

す。なお申込用紙につきましては、一部・４枚綴りの物が入っています。そして、今回

の期間につきましては11月末を目処に行っていただきたいと思っております。購読申込

みの留意事項でございますが、月締めは毎月末となっており申込みの翌々月からの配達

ということでご注意を願います。購読期間を限定してお話をされている面もありますの

で、点検した場合には申込用紙を提出してもらうようお願い致します。そして二つ目で

すが、岩手県版の記事に『我ら農業委員』というものがありますが、遠野市の分は11月

21日発行の新聞に掲載されますので、これの執筆を農業委員さんの方にお願いしたいと
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議 長 

 

思います。以上ご審議お願い致します。 

 

説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

はい、議長。 

 

 

はい 

 

もう一つお願いがあります。岩手県版の記事で、農業委員さんに記事を執筆していた

だきたいんですが、この方の人選を出来ればしていただきたいのですが、実はこの話を

委員会においてご審議いただきました。そうしましたら、今回菜の花栽培を行っていた

だいている奥寺春夫委員が適任ではないかということで、委員さん全員の意見が一致し

てございましたので、この場で奥寺春夫委員さんに執筆をお願いしたいと思いますが。 

 

先ほども説明がありました通り、委員会では奥寺さんにお願いしたいと思いますが皆

さんよろしいですか。では、そういうことで執筆は奥寺さんにお願いしたいと思いま

す。他に質疑ございませんか。それでは質疑なしと認め、質疑を終結致します。協議第

２号平成26年度全国農業普及拡大については原案通りと致します。 

次に、協議第３号平成26年度家族経営協定の推進についてを協議致します。事務局に

説明致させます。 

 

はい、議長。資料は表裏の１枚物になります。協議第３号平成26年度家族経営協定の

推進についてということで、経過報告になります。締結件数につきましては、平成26年

度中に締結した件数は23件です。裏面に締結した農家の名前・住所・担当農業委員とい

うことで記載しております。もし担当農業委員が違う場合には、申し訳ございませんが

報告していただきたいと思います。そして、25年度の締結累計につきましては231世帯と

いうことで、遠野市の総合計画資料208世帯を上回っている状況でございます。なお、合

同調印式を推進会議において今年もという話をしておりましたが、25年度は中止させて

いただいたことをご報告いたします。そして二つ目、26年度の家族経営協定の推進でご

ざいますが、数値目標は農業委員１人１家族の真意協定を締結させてほしいということ

で農業対質会合を推進していくということにしていきたいと思います。活動内容につき

ましては、今後開かれる家族経営協定推進会議でアドバイザーによる協議で具体的に活

動内容を決定していきたいと考えております。なお期間につきましては、これも11月末

までを期限として行っていただきたいと思っております。今回は年度越えで年を越しま

すと改選の時期となってしまいますので、11月で一旦切りましょうということをご提案

したいと思います。以上です。 

 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑がないようでございます。先ほど事務局も言ったように、年明けになりますと改

選となりますので、全国農業新聞や家族経営協定も11月末日の期限までまだ時間があり

ますので、世帯の締結等をお願いしたいと思います。それでは、質疑がないと認めまし

て質疑を終了し、協議第３号平成26年度家族経営協定の推進について原案の通りとする

ことと致します。よろしくお願い致します。それでは、意見・議案等がございましたら

どうぞ仰ってください。 

 

議長。 

 

はい。 
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この部屋、西の方だと聞こえないんだよ。だから今までマイク使ったことないけど

も、マイク使った方がいいんじゃないかという気がします。検討してください。 

 

はい、議長。 

 

はい、事務局長。 

 

マイク設備はございますので、ただ、今まで普通の声でも透るということでマイクを

使わなかったんですけれども、聞きづらいということなので、次回からはそういう場合

はマイク使用を考えます。 

 

分かりました。その他ございませんか。皆さんから無ければ事務局から。 

 

はい、議長。その他ということで、委員の皆様方にお願いという形で説明をしたいと

思います。お願いにつきましては、農地管理事業における農業委員の役割ということで

ご説明させていただきます。１枚物の農地中間管理事業における農業委員の役割という

資料を渡しておりますので、それで説明をしていきたいと思います。本年４月から農地

中間管理機構が岩手県の方にも設立されまして、８月１日から農地の借り受けについて

広告が始まるということにつきまして、市の方の提案で市・農業委員会・JA・土地改

良・県これら関係機関・団体で推進チームを設立するという案内が農業委員会にもあり

まして、農業委員会事務局としてもその意向を受けまして推進チームを折半制としたと

ころであります。その推進チームが中心となりまして、７月28日から31日まで、概ね３

班編成でございますけれども、マスタープラン作成の11地区で地区検討会・中間管理事

業説明会ということで回らさせていただきまして、その際担い手の方々・農業委員さん

に市からご案内があると思います。それにつきまして、説明会を終えた後に農地中間管

理事業の広告が始まるということで農業委員会事務局前に“農地中間管理事業相談受付

窓口”というような看板を出しまして、そこで本来的な農地中間管理事業がスタートす

るという認識でございます。それに当たりまして、農業委員さんの今後の役割というよ

うなことでお願いするところでございます。具体的には、農地中間管理事業につきまし

ては機構に農地を貸したら年貸しの小作は機構が決める・機構から農地を借りるときは

公募に応ずるという形の仕組みが基本となっております。しかし、農地の出し手の意向

と農地の受け手の働きかけが農地貸借の重要な要素というように考えてございます。そ

の任を受けるのが農業委員と認識してございます。農地中間管理事業にあって、農地の

情報と担い手の意向、また地域の情報の蓄積を行う新しい仕組みになじませることに大

きな期待が寄せられております。特に同地域にありましては農地所有者の年齢が高く、

一気に利用が予測されましてその受け手の存在自体が貴重である現在であって、国では

これから育つとの見方をしてこの事業に懸ける期待は大きいものでございます。そこ

で、農地の専門家である知識・経験・地域事情に精通していることを生かされ、委員の

皆様には次の活動をお願いするものでございます。 

まず１つは農地の出し手の情報把握でございます。これについては、農地を出したい

と相談に来られた方がいた場合は、農地を誰に貸しても良いのかという意向確認をして

いただければというようなことでございます。中には特定の人には貸したくないという

考えもあると思います。そういう時に、どういう意向であるか、もし誰でもいいから耕

作をして欲しいという場合には農地中間管理機構に預けることでいいかとそういった意

向を確認していただければと思います。 

２つ目は農地を中間管理機構に出すとなった時に、出し手となった場合に受け手を探

してもらいたいと。出し手と受け手を一体とした形になった時に機構に申し込むという

ことで、受け手が受け手となりえるかどうかを確認してもらいたいと思います。農地中

間管理機構から８月一日から遠野市在住、JAのOB大木戸春夫さんが農地コーディネイタ

ーということで農業委員会に配置になります。全てこの方が機構側の農地集積の相談窓

口ということでお願いする予定でございます。そして機構への貸出・借受の相談があっ

た場合に、こういう方が市にもいますという働きかけをしていただきたいと思います

し、市の方でも農地集積アドバイザーが配置されているわけでございますけれども、農
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地の貸し借り、機構への農業集積、事前の相談やアドバイザーにも現地を確認してもら

いたいというような場合も気軽に話をしていただければということで、今後農地中間管

理事業が本格化してくる時期にこの４点の活動をお願いし、ご説明とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

農地中間管理事業における農業委員の役割ということで大きく４つにまとめていただ

きました。これについてご質問等あればどうぞ。 

 

はい。農業委員の役割は書いてるから分かったんですけども、今回３日間地域座談会

というのもあるわけですが、その中に農業委員も出席するようにということなんですけ

ども、地域農業マスタープランの一つのあり方と中間管理機構の結びつきの調整が実際

にはどうなってるのか。座談会で地域の皆さんと一緒になって“ここがおかしい”など

という話は控える必要がありますので、そこら辺の把握をする上でお知らせをいただき

たいと思います。それからもう一つは、３番・４番で３番は農地コーディネイター、４

番はアドバイザーとなっているがいずれも主として２枚看板を背負ったような形で農業

委員会にいるわけですけれども、実際農業委員の立場から言うとどういう風な結びつき

になっているのかいまいち見えないというのが現実だろうと思います。事務局に行くと

「この人たちは一体何なんだろうか」と見てしまうので、彼らの結びつきをどう捉えれ

ばいいのか詳しく説明をお願いしたいと思います。 

 

はい、議長。 

 

はい、事務局長。説明願います。 

 

まず地域農業マスタープランと中間管理機構の結びつきですけれども、この中間管理

機構を利用して農地の貸し借りをする場合は地域農業マスタープランの搭載が必要不可

欠となってまいります。地域農業マスタープランを11地区で作っているわけですが、そ

の際に集積エリアを整理したわけです。今回中間管理事業で規模拡大をお願いする場合

に、その集積エリアを基本としながら拡大を行っていくことを説明会で説明しようとし

ているわけであります。また、従来からの協力金、出し手の方は経営転換協力金、受け

手の方は地域集積協力金が新たに出る部分もあるんですけれども、これらも地域農業マ

スタープランへの搭載が必要不可欠になるということでございますので地域農業マスタ

ープランと中間管理事業は連動しております。今回は中間管理事業の説明と担い手の

方々への交互理解、それから事業を進める上で管理機構による農地の貸し借りが出てき

た場合はマスタープランの変更という形で話し合いが必要になって参りますので、これ

らの事から地域農業マスタープランと中間管理事業は一体化しているということになり

ますのでご理解をお願いしたいを思います。 

それから、アドバイザーについてでございます。農地利用集積アドバイザーというこ

とで、今年度からアドバイザー２名が農業委員会事務局で執務をしているわけでござい

ますけども、１人が農地利用集積アドバイザー、もう１人が担い手支援アドバイザーと

いうことで担い手支援アドバイザーにつきましては認定農業者と担い手の支援・育成を

中心に、巡回をして経営改善計画の指導をしているものでございますし、また農地利用

集積アドバイザーにつきましては農業委員さんの方から農地の貸し借りや農地集積等の

相談を受けた場合に、現地を確認しながらどういった形でやっていくかなどの指導を含

めながら農業委員さんと共に活動していくということでございますので、どちらも農業

委員さんや担い手さん、認定農業者さんの良き相談相手になっていただければと思って

おりますのでよろしくお願いします。 

 

君崎委員、よろしいですか。 

 

ちょっと申し訳ない。農業マスターズプランこれは11箇所作っているわけなんですけ

れども、虫食い状態ですよね。計画が計画ではないという状態だという考えが皆さんに

もあると思うんです。機構とマスターズプランが連動しているのは分かるんですよ、マ
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スターズプランを機構の出し手・受け手の動き次第で組み立てた時には、マスターズプ

ランの方を変更して計画するとあるんですけれども、そこら辺の虫食いをどう解消する

かということと、出し手は機構に出せばいいんでしょうけど受け手の部分というのが実

際地区としては、冒頭にもお話があった“あの人は嫌だ”という形のものは入り込める

余地もないと考えているんですけれども、そこをもう少し詳しく説明をしていただいて

31日に臨みたいと思います。お願いします。 

 

はい、議長。 

 

はい、事務局長。 

 

中間管理事業で貸し借りが成立した場合、最初に作ったマスタープランの集積エリア

を越えた場合にはプランを変更します。プラン変更の手順としては、こういった理由で

変更をしてもよろしいかと地域の方々の了解を得て、市の検討会で承認をいただいて変

更という形になります。虫食い状態だというのは、確かに当初マスタープランを作成し

た時には時間が無い中で作成したので大体のところでやってしまった部分がございまし

て、その部分を何とか解消しようというような形で昨年度も進めてきたわけですけれど

も、なかなかそれが成しえなかった。今回農地中間管理事業が出てきて、それを推進す

る段階で一定の括りを虫食いがない理想的な形でやれるのが一番いいのでしょうけれど

も、なかなか難しい部分があると思いますが、一つの括りが出来るような、虫食いが解

消されるような形で、集積出来るような方法を検討しながら、地域の方と十分相談をし

ながら進めていきたいと考えております。 

 

宮守の場合、元の役場周辺が農業振興地域ならいいんです。農業振興地域外なんです

よ。地域農業マスタープランの時にも言ったんですが、農業事業が一切できない、一

畝・二畝の田を個人的に住宅にしている場合、この進まない部分というのがはっきり言

って迷惑なんですよ。中山間の、特にも山間地もそうなんですけども農業振興地域外と

いう部分の進み方を、実際機構とすれば農業をしているからと言って出せば通るかもし

れないけども、受け手に取ってみればとてもじゃないが一畝・二畝の区画整理もしてい

ない農地を借りても前に進む段階で不安を感じる現状なんですけども、31日の説明会で

こういった話が地域の人たちからも出るんじゃないでしょうか。参考までにいいです

か。 

 

今君崎委員さんから出た意見については、昨年の地域検討会でも話が出されまして、

確かに大変なところだなという認識は持っています。しかし、なかなか打開策が見いだ

せない状況です。ただ地域の実情に照らし合わせたプラン作りというのを進めなければ

ならないという事は考えておりますので、まだ答えにはなっていないかもしれません

が、31日の説明会でそういった話が出てくるのは当然のことでありますし、これについ

てはさらに検討する時間をいただければと思っているところでございます。打開策が見

いだせないというのが現状でございました。 

 

さっき局長が虫食い状態を無くする方向でいきたいと話をしたんですけれども、やは

り今の状況は虫食い状態が大半なわけです。それを無くする為には、はっきり言ってし

まえば全部合意解約をして組み立て直すしかないんですよ。それを今度の説明会の時に

出していかないといけないのではないんでしょうか。 

 

今度の地域懇談会は、農地中間管理事業の仕組みと地域集積、経営計画協力金の話を

中心とした懇談会ですが、いずれこういう形で地域で集積するには地域の担い手さんに

はこういったメリットがあるという話をしていきたいと考えております。また、虫食い

状態を解消する手法、具体的な手法まではお話できないと思っておりますが、マスター

プランの集積エリアをどこまで見直すか等は年２回地区検討会を開催する予定なので２

回目の方で具体的な事をお話ししたいと思います。 
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先ほど君崎委員が言った事と同じようなことなんですが、農振除外地は協力金という

のは出ないんですよね？ここにどういう対応をしていくんですか？除外地の人達でも高

齢化してきて農業をやめたという人がかなりいるんですよ。ここに農振地域の人達はお

金を貰えるのに自分たちは貰えないという話が出てきたときに、大きな問題になるんじ

ゃないかなと思うんだけれども、この辺はどう対応するんですか？ 

 

農振区域外となると山間がほとんどだと思うんです。条件が悪い所ですね。それに対

して機構の方では受け取らない可能性があり、耕作放棄地がますます進むと考えられま

す。その対策として市の方で耕作放棄地帯、山間の農地でも適応する様な作物を推進し

ていくことも検討しております。当然、耕作放棄地を解消すると申請により補助金が出

るものですから、それを活用して耕作放棄地対策として地域作物を検討していると聞い

ておりますので上手く活用できればと思っております。 

 

いや、私が言ってる除外地というのは山間とかじゃなくて平場なんですが、平場はど

うするのかなと。 

 

すみません、私の説明不足だったんですけれども、白地は該当になります。今回の中

間管理事業では、農振以外の白地の部分も該当になります。都市計画区域外ですね、都

市計画区域外は該当になります。 

 

一ついいですか。宮守の役場周辺の部分が農振地域外だということ。市においては農

振地域除外等は５年に１回という規定の中で審議をしてきたわけですが、除外だけで編

入というのは出来ないものかと。時代に応じた見直しの中で、昔は白地だったけれども

当時の考えで農業振興地域にならなかった場所の編入もやれないものかと。その辺をお

伺いしたいと思います。 

 

全国的にもそういう動きにはなっているようです。そういう要望が地域等で議論にな

った場合は、必要に応じて国の方にも要望していきたいと考えておりますので、その辺

は市の担当にお繋ぎしたいと思います。 

 

もう一つ。今度地域でマスタープランの説明会があるとご案内を頂いているわけです

けれども、市の中でも市の検討委員が設けられているわけですが、地域における委員の

方々の権限といいますか、役割はどういうものなのか。ただ説明して終わりとなると、

担い手の方々に対して失礼な部分が出てくるなと思っておりました。片方が真剣に集積

をし、見直しもしなければならない。それに対し我々には大変な責任があるという気持

ちの中で不安を持ってるわけですが、どういった案内をし、今後それをどう生かせばい

いかお伺いします。 

 

地域農業マスタープランは地域の計画でございます。マスタープランを策定・見直し

する際は、地域の意見をと国からも指示されておりますし、地域の農業をいかにして執

行させるかというのがマスタープランでございますので、当然そのマスタープランの中

心経営体となるのが、認定農業者の方々・集落営農組織・地域の担い手の方々でござい

ます。その方々の意見を持ちまして地域農業が作られてくるという認識の下で、マスタ

ープランの見直し・中間管理事業についてのいろいろな議論をしていただきたいと願う

ところでございます。確かに地区検討会を開催して、参加者が少なかったということは

多々あるところでございますけれども、いかにして意識を上げていくかという形につき

ましては、去年・一昨年マスタープランを作ったときからの課題でございますので、意

識を高める周知方法等を考えなければならないなと思いますし、認定農業者の関係につ

きましては、認定農業者協議会がございます。認定農業者協議会の方でも、認定農業者

の方々にそういう市や農業委員会の説明会等に参画していこうという協議会の方針もあ

りますので、協議会として会員の方々にもダイレクトに協議会の会長からこういう趣旨

で開催されるので、地域農業の意欲も高めていこうじゃないかと通知もしてございます

が、意識づけというのも考えていこうと思います。 
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いろいろなご意見が出されましたが、時間も絶えず経過していますので、たくさんあ

ると思いますけれども、また次回ということでこの件に関しては締めたいと思います。 

それでは、一つ訂正がございます。本日の出席委員数でございますが、29名と報告さ

せていただきましたが欠席者が３名ございまして、28名の出席でございましたので訂正

をさせていただきます。欠席者は、奥寺春夫委員・昆野征策委員・細川幸男委員の３名

でございます。以上でございますので訂正よろしくお願いいたします。 

 

皆さんのお手元に置いております、農業委員名簿及び活動の記録の提出ということで

本日たくさんの方々から提出いただきましたので、まだの方よろしくお願いします。ま

た裏面には記録カードの記載例があります。現地等に行った場合は作成をお願いしま

す。小計３個、小さい封筒の方に合計４件のご案内の通知の文章が入っております。ご

確認をお願いします。以上です。 

 

それでは閉会になります。以上を持ちまして、第64回遠野市農業委員会総会を閉会い

たします。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（午前10時57分 閉会） 
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